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Ⅰ．土地・建設産業局関係予算総括表 

 

前 年 度 倍　率

予 算 額

（Ａ） （B） （Ａ／B）

１．地籍整備の推進 11,410 11,621 0.98

　うち　地籍調査の推進 10,800 10,800 1.00
　　　　　　　※この他、復興関係経費182百万円がある。

　　　　基礎的情報を整備する基本調査 390 552 0.71

　　　　民間等の測量成果を活用した地籍整備の推進 90 76 1.18

２．不動産市場の環境整備等の推進 4,629 4,497 1.03

(1) 不動産情報の整備・提供の充実等 4,401 4,298 1.02

　うち　地価公示 3,691 3,691 1.00

　　　　不動産情報基盤の整備 66 - 皆増

(2) 不動産市場の活性化のための環境整備 228 199 1.14

　うち　空き家・空き地等の流通の活性化の推進 110 - 皆増

　　　　クラウドファンディング等を活用した遊休
        不動産ストックの再生の推進

23 - 皆増

　　　　不動産証券化手法による公的不動産（ＰＲＥ）
        活用の推進

24 32 0.75

３．建設市場の環境整備等の推進 463 563 0.82

　うち　社会保険等未加入対策の推進 22 22 1.00

　　　　建設業における女性・若者の入職・定着の促進 50 55 0.90

　　　  建設分野における外国人材活用の適正化事業 80 76 1.05

　　　  多様な入札契約方式の導入・活用促進等の「担い
　　　　手３法推進サイクル」の充実・強化

70 71 0.99

        建設産業生産性向上支援事業 56 - 皆増

　　　　建設リサイクル体系における新技術を活用した
　　　　生産性向上等に向けた調査・検討

12 - 皆増

４．建設産業・不動産業の国際化の推進 102 111 0.91

５．その他 238 237 1.00

合　　　　　　　　計 16,841 17,030 0.99

（注２）　計数は、それぞれ四捨五入によっているので、合計及び倍率は、一致しない場合もある。

（注１）　上記の「地籍調査の推進」経費は、地籍調査費負担金（6,800百万円）及び社会資本総合整備事業の社会資本整備円滑化地籍整備
           事業分（4,000百万円）である。

（単位：百万円）

区　　　　　　　　　分 ２ ９ 年 度
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Ⅱ．土地・建設産業局関係予算の基本方針 

平成２９年度土地・建設産業局関係予算においては、国民生活・経

済の基礎的な制度インフラである地籍整備、地価公示等の着実な推進

を図りつつ、担い手の確保・育成と生産性の向上を通じた建設産業の

活性化、全国版空き家・空き地バンクの構築、インスペクションの普

及促進等による既存住宅・不動産流通市場の活性化、クラウドファン

ディング等を活用した遊休不動産ストックの再生の推進、不動産証券

化手法による公的不動産（ＰＲＥ）活用の推進による不動産投資市場

の更なる拡大、建設産業・不動産業の国際化の推進に重点的に取り組

む。  
 

 

 

総    額：１６，８４１百万円（０．９９） 

  
 

 

総    額：１８２百万円 

 

 

一般会計  

東日本大震災復興特別会計  
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Ⅲ．主要施策 

１．建設・不動産市場を支える土地情報インフラの整備  
（１）地籍整備の推進  

・市町村等による地籍調査の推進 

        １０，８００百万円（前年度１０，８００百万円） 

 ※ 上記の金額は、地籍調査費負担金（6,800 百万円）及び社会資本総合整備事業の 

社会資本整備円滑化地籍整備事業分（4,000 百万円）である。 

 ※ この他、復興関係経費（復興庁計上 182 百万円）がある。 

 

市町村等が行う地籍調査（一筆毎の土地について境界、面積等を調査・

測量し、正確な土地境界情報を示す地籍図等を作成。平成 27 年度末での

進捗率は 51％）について、大規模災害に備えた事前防災対策の推進、被災

後の復旧・復興の迅速化、インフラ整備の円滑化、民間都市開発の推進等

に資するものを重点的に支援する。  
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・地籍調査に必要な基礎的情報を整備する国による基本調査の推進 

              ３９０百万円（前年度５５２百万円） 

  
市町村等による都市部・山村部での地籍調査を促進するため、地籍調査

に必要な基礎的情報について、特に必要性が高い地域で国が重点的に整備・

保全する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

国が現況の官民境界の測量等を

行った結果や公図、道路台帳附図

等が示す官民の境界情報を図面等

にまとめ、市町村等に提供すること

で地籍調査を促進 

都市部官民境界基本調査  

【現状と課題】 

○ 地籍調査の進捗率は、都市部では 24％（平成 27 年度末時点） 

○ 地籍調査が未実施の場合の課題 

・ 都市部におけるインフラ整備、民間都市開発等に支障 

・ 大規模災害の被災後の迅速な復旧・復興に支障 

都市部 ※１の地籍調査に未着手の市町村であり、後続の地籍調査を速やかに実施する地域に

重点化して、国が官民の境界情報※２を整備 

 
主要な土地境界情報 ※３を早急に保全する必要性があり、後続の地籍調査を速やかに実施する

地域に重点化して、国が主要な土地境界情報を保全 

○ 地籍調査の進捗率は、山村部では 44％（平成 27 年度末時点） 

○ 地籍調査が未実施の場合の課題 

・ 高 齢 化 や過 疎 化 の進 展 により土 地 境 界 情 報 が喪 失 すること

によって、山村地域の地籍調査が極めて困難になるおそれ 

・ 土砂災害が発生した際、迅速な復旧・復興に支障 

山村境界基本調査  

国が公図や現地精通者等から

収集した主要な土地境界情報を

図面等にまとめ、市町村等に提供

することで地籍調査を促進 

［成果となる地図のイメージ］［境界確認の様子］

現況と公図等による境界の

相違等を示す図面 

【 公図等の境界情報 】 

【 現況の境界情報 】 

［現況測量の様子］ 

［山村部における公図の例］ 

【現状と課題】 

※1 DID（国 勢 調 査 による人 口 集 中 地 区 ） 

※2 道 路 等 と民 有 地 の境 界 点 及 びそれを結 んだ線 に関 する情 報  

※3 三 筆 が交 わるような主 要 な境 界 点 等 に関 する情 報  

（中央防災会議資料を基に作成）  

※ 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 の

発 生 確 率 は極 めて高 く、

被 害 想 定 地 域 は 広 範

囲 な都 市 部 にわたる 

津 波 の高 さ２ｍ以 上 と想 定

されている地 域  

南海トラフ巨大地震による 
津波浸水被害想定地域 
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・民間等の測量成果を活用した都市部における地籍整備の推進 

                 ９０百万円（前年度７６百万円） 

  
地籍整備が特に遅れている都市部においては、民間開発等による都市再

生の促進、被災想定区域での防災力向上に寄与する観点等から地籍整備の

より一層の推進が求められている。このため、地籍調査以外の民間事業者

や地方公共団体の公共事業部局等が作成する測量成果を地籍整備に活用

することを促進するための支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

・最新の測量技術による地籍調査の効率化の推進 

                 ３４百万円（前年度３８百万円） 

  
地籍調査の更なる推進のため、最新の測量技術を活用した効率的な調査

手法を検討し、当該手法に係る作業要領等を作成することで、市町村等に

よる地籍調査の効率化を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 【現状と課題】 

○ 都 市 部では、土 地の有 効 利 用 等による都 市 再 生の促 進に加 え、被 災 想 定 区 域では災 害への備え等が急

務であるが、地籍整備の進捗は遅れている状況（平成 27 年度末時点で 24%） 

○ また、民間開発や公共事業等の実施により多くの測量成果が存在するものの、地籍整備への活用は十分

なされていない 

＜地籍整備推進調査費補助金制度＞ 

民間事業者や地方公共団体の公共事業部局等が作成する地籍調査以外の測

量成果の活用を促進するため、人口集中地区又は都市計画区域において、国土

調査法第 19 条第 5 項に基づく指定申請を行う者に対し補助金を交付（補助率：

地方公共団体 1/2 以内、民間事業者等 1/3 以内）し、都市部の地籍整備を推進 

【国 土 調 査 法 第 19 条 第 5 項 指 定 】 
土 地 に関 する様 々な測 量 の成 果 について、その精 度 ・正 確 さが地 籍 調 査 と同 等 以 上 の場 合

には、当 該 成 果 を地 籍 調 査 と同 様 に取 り扱 えるよう国 土 交 通 大 臣 等 が指 定  

※指 定 を受 けると地 籍 調 査 終 了 地 域 と同 等 の取 扱 いとなり、地 籍 調 査 の実 施 は不 要  

民 間 開 発 に伴 う境 界 確 定 測 量

成 果 を 19 条 5 項 指 定 すること

により地 籍 整 備 がなされた例  

 
社会福祉法人による老人

ホーム建設区域(3.6ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【現状と課題】 

○ 地籍調査の重要性は増しており、実施市町村数は年々増加 

○ 地籍調査をより一層推進するためには、調査期間の短縮や経費削減が必要 

○ 土地境界の座標値を高精度に算出する技術として、衛星画像を用いた測量技術が進展 

土地の境界点について、現地で１点

毎に測量を実施し、座標値を算出 
土地の境界点について、衛星画像上

で座標値を一括算出 

測量作業の効率化  現地調査作業の効率化  

測量に係る期間と作業を軽減するため、精度が向上している

衛星画像を用いた測量技術を活用した作業手法を検討 

土地所有者の立会いにより、現地

で１点毎に土地境界の位置を確認 
土地所有者等が一同に会して図上の

作業のみで土地境界の位置を確認 

土地境界の位置に関する土地所有者間の同意形成に係る作業

を効率化するため、衛星画像を活用した作業手法を検討 

最新の測量技術による効率的な調査手法（現地調査・測量）を検討し、作業要領等を作成 
⇒ 市町村等による地籍調査の効率化を図り、地籍調査をより一層推進 

※ 本事業では、効率的な調査手法の検討のほか、専門家の派遣や広報活動、中長期的な地籍調査のあり方の検討等も実施 
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（２）不動産情報の整備・提供の充実等  
・地価公示の着実な実施 

３，６９１百万円（前年度３，６９１百万円） 

  
不動産取引の指標、課税評価の基準等の役割を担う重要な制度インフラ  

である地価公示について、その役割を十分に果たすため全国２６，０００  
地点で着実に実施する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考）不動産分野における生産性革命プロジェクト（平成 28 年 4 月 11 日発表）  

 

地価公示の役割  

地価公示  

不動産の鑑定評価額の決定に

あたっての規準となる  

公共事業用地の取得価格の算

定にあたっての規準となる  

○相続税評価  
→公示価格の８割を目安  
○固定資産税評価  
→公示価格の７割を目安 

○融資先の担保対象不動産の評価  
○自社所有不動産の時価評価  

標準地の「正常な価格」を

公示することで、一般の土
地の取引価格の指標となる  

一般の土地の取引 

不動産の鑑定評価 経済指標 

地価の変動率は重要な経済指標

として使用されている  

課税評価 

公共事業用地の取得 

金融機関等 
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・不動産情報基盤の整備             ６６百万円【皆増】 

  
不動産取引の円滑化及び不動産関連ビジネスの創出・充実等を図るた

め、不動産関連データのオープン化やデータ提供方法の改善を行う。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇背景  

我が国経済の生産性向上には、土地・不動産について、流動化等を通じた有

効活用や、不動産関連ビジネスの創出等を図ることが不可欠である。  

しかしながら、不動産取引の円滑化等に必要な不動産関連の公開データは十

分とは言えず、データ提供方法についても改善が必要な状況である。  

〇施策  

①  不動産関連の公開データの充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②編集・加工しやすい形式によるデータ提供  

  CSV※形式・API※による不動産関連データの提供  

  タブレット・スマートフォン対応のためのインターフェイス改善 

※CSV（Comma-Separated Values）：様々なソフトに取込可能で、容易に電子データの加

工・集計ができるデータ形式 

※API（Application Programming Interface）：あるコンピュータプログラム（ソフト

ウェア）の機能や管理するデータ等を、外部の他のプログラムから呼び出して利用で

きる機能 

〇効果  

 

※下線は追加検討項目  
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・不動産取引価格情報の提供  ２４６百万円（前年度２６８百万円） 

  
不動産市場の透明性向上を図るため、不動産取引当事者へのアンケート   

調査に基づく不動産の実際の取引価格に関する情報について、新たに不動  
産の属性情報を追加し、四半期毎にホームページ上にて提供を行う。  
 

 
 
 
 

・不動産価格の動向指標の提供   ６３百万円（前年度７０百万円） 

  
不動産価格について、動向をより的確に把握するための指標の充実（カ

クテル・アプローチ※）を図るとともに、不動産価格指数の提供・改善を

行うことにより、不動産市場の透明性向上を通じた不動産取引の活性化

や、金融・マクロ経済政策へ活用に資する。  
※カクテル・アプローチ：特に商業用不動産について、各種インデックス（賃料、利回り、空室率   

等）を整備し、多面的に価格動向を分析しようとするアプローチ  

【不動産価格指数（住宅）】  

 
 
 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130 住宅総合

住宅地

戸建住宅

マンション
（2010年平均=100）

＜対象物件の種類＞ 

更地（宅地）、建付地、中古マン

ション等、農地、林地 

＜情報提供項目＞ 

所在地、取引価格、土地の面積・

形状、建物の用途・構造、建築

年、最寄駅、今後の利用目的等 

＜新規項目＞ 

建物の階層数、改装の有無、前面

道路の幅員等 

＜提供件数＞ 

約 288 万件（H18.4～H28.10 累計） 

＜WEB アクセス数＞ 

約 7,800 万件（H27 年度） 

・不動産価格指数とは、不動産の市

場価格の動向を適時・的確に表す

もの 

・近年の金融危機を受け、IMF 等が

国際指針を作成、G20 に不動産価

格動向について報告を要請 

・日本では、不動産取引価格情報を

活用し、全国・地域別、住宅・商

業用別に指数を算出 

H29 年度の取組み 

○不動産価格指数（住宅・商業用不動産）の安定的な運用  
○不動産価格指数（商業用不動産）の本格運用に向けた改善及び不動産市場の透明性向上

に向けた指標の充実  
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２．建設市場の環境整備  
（１）建設産業の担い手確保・育成  

・社会保険等未加入対策の推進   ２２百万円（前年度２２百万円）  
 

 技能労働者の処遇改善による将来にわたる担い手確保と、適正に保険料

を負担する企業による公平な競争環境の実現のため、平成２４年度より建

設業の社会保険等未加入対策に取り組んでいるところ。  
こうした中、平成２９年度の目標年次を迎えるにあたり、保険加入状況

の実態を総括的に把握するとともに、取組の成果の検証と残された課題に

ついての検討を行う。 

 

 
 
 

 
 

 

・３保険への加入率  

      
※３保険：雇用保険、健康保険、厚生年金保険 

 

84%

11%
5%

３保険加入
増加分
未加入

57%
15%

28%

３保険加入
増加分
未加入

※３保 険 いずれか加 入 している場 合 も 

「未 加 入 」に含 む 

企業別  

23 年→27 年
の増加分  

23 年→27 年
の増加分  

労働者別  
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・建設業における女性・若者の入職・定着の促進 

５０百万円（前年度５５百万円） 

 
 建設業では技能者の高齢化が進行し、労働力人口が減少する中で、将来

にわたる担い手確保が喫緊の課題となっており、必要な担い手を確保する

ため、女性や若者の入職・定着を促進する必要がある。  
 建設業における女性活躍については、官民で策定した「もっと女性が活

躍できる建設業行動計画」（平成２６年８月）を受け、建設業界における

女性の継続的な受入体制の醸成のための支援や、女性の入職促進のための

情報発信等を行う。 

また、若者が希望を持って建設業に入職できるよう、平成２９年度に運

用開始が予定される建設キャリアアップシステムに登録されたビッグデ

ータを分析し、キャリアパスの見える化を図る。  
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・建設分野における外国人材活用の適正化事業 

８０百万円（前年度７６百万円）  
 

復興事業の更なる加速を図りつつ、２０２０年オリンピック・パラリ  
ンピック東京大会の関連施設整備等による当面の一時的な建設需要の増

大に対応するため、平成２６年４月４日の関係閣僚会議において「建設

分野における外国人材の活用に係る緊急措置」が取りまとめられ、平成

２７年４月から当該緊急措置の対象となる外国人材の受入れが開始され

た。当該緊急措置では、現行の技能実習制度を上回る監理体制を構築す

ることとしており、監理団体及び受入企業に対して巡回指導等を実施す

る「制度推進事業実施機関」の活用、管理システムの運営、外国人材の

受入状況、不正行為等の情報を共有する協議会の運営、送り出し国にお

ける事前訓練のモデル事業の実施により、建設分野における外国人材活

用の適正化を図る。 
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○ 担い手３法の運用状況に関する悉皆調査 

 

○ 施工時期等の平準化の推進  
  
 
 
 
 
 

 
○ 多様な入札契約方式の導入加速化  
  
 
 
 

・多様な入札契約方式の導入・活用促進等の「担い手３法推進サイクル」

の充実・強化          ７０百万円（前年度７１百万円） 

 
平成２６年６月に改正された「担い手３法」の趣旨の一層の浸透を図る

ため、地方公共団体における新たな入札契約方式等の導入・活用を支援す

る「多様な入札契約方式モデル事業」の実施とともに、市町村をはじめと

した地域レベルにおける施工時期の平準化等の取組の悉皆調査、先進的な

取組事例の収集・効果分析、さらには発注者への直接的な働きかけ等の強

化を通じて、全国における入札契約事務の改善等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目  的：将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な確保・育成  
◆ポイント：発注者責務の明確化（予定価格の適正な設定、ダンピング受注の防止、  

施工時期等の平準化、多様な入札契約方式の導入活用 等）  

・平準化、ダンピング対策、多様な入札契
約方式等の導入状況など、全ての発注者
（国、都道府県、市区町村等）に対する
悉皆調査の実施、結果公表  

より高次な建設 
生産システムへ  

効果的な取組  
案件の抽出  

法の運用状況の把握･共有  

 

全国への       
水平展開 

地域ごとの課題解決策の推進  

・専門家の派遣等を通じ、取組の遅れてい
る発注者（特に市町村）に対する直接的
な働きかけや実務的な支援を実施  

先進事例の創出・見える化  

市町村レベルまでの浸透が必要  

全国における現場の改善  

・支援事例等における受発注者に対するヒ
アリングや取組効果の分析等を通じた深
掘り調査の実施 

・先進事例集として取りまとめ・公表  



৲ 

・ 受注側の人・資材の効率

化、経営安定化  
・ 計画的な発注に伴うコス

トの削減  

課題の整理  


ো
യ
ਤ 

・ 発注側のノウハウや人手

不足の補完  
・ 復興事業の早期執行  
・ 民間ビジネスの創出  

・全国の地方公共団体が活用可能な汎用
性の高い共通の仕様書や効果分析手法
の考え方、実務マニュアル等の作成・
公表 

・説明会の開催等による周知徹底 

・取組が遅れている自治体における最適  
な年間発注計画の策定支援  

・平準化の方法（債務負担行為、柔軟な  
工期設定、繰越、前倒し積算など）ご  
とに、定量的な効果分析に係る共通の  
考え方や算出方法等について検討・策  
定  

・大規模災害に伴う復旧事業に効果的な
新たな入札契約方式等について、導入
自治体における発注事務の支援（専門
家派遣） 

・過年度支援事例の全国的な普及展開に
向け、各入札契約方式における全国共
通の仕様書や実務マニュアル等を検討
・策定  
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（２）建設産業の生産性の向上  
・建設産業生産性向上支援事業         ５６百万円【皆増】 

  
建設産業を支える大半は中小・中堅建設企業であり、加速化する技術革

新への対応、メンテナンス時代への対応、マルチスキル時代への対応、働

き方改革への対応等様々な課題に直面しており、これらの課題を克服し、

将来に渡って供給力を維持する必要がある。  
そのため、建設業に精通した専門家が、課題解決の必要性に問題意識を

もつ中小・中堅建設企業の相談に対してアドバイスを実施する「相談支

援」、他の中小・中堅建設企業の課題の解決に参考となるモデル性の高い

取組を厳選して支援する「重点支援（ステップアップ支援）」を実施する。 
加えて、先進的な事例を業界内へ効果的に水平展開し、地域を支える中小    
・中堅建設企業の持続的な成長を実現する。  

 
＜支援の対象＞ 下記の生産性向上の取り組みを中心に支援を実施  

 
 
＜支援の内容＞  
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・建設リサイクル体系における新技術を活用した生産性向上等に向けた

調査・検討                 １２百万円【皆増】 

  
高度成長期に建設された建築物の更新・解体への対応や、解体工事に関   

する安全性の向上、担い手の確保に向けて、新技術を活用した建設リサイ  
クル体系の生産性向上や、中長期的に持続可能な建設リサイクル体系の構  
築に向けた調査・検討を行う。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考）建設キャリアアップシステムの構築  
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３．不動産市場の環境整備  
（１）既存住宅・不動産流通市場の活性化  

・全国版空き家・空き地バンクの構築や空き家等の流通促進に取り組む 

団体等への支援              １１０百万円【皆増】 

  
需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出等により、空き家・空き地

等の流動性を高め、有効活用を推進する必要がある。  
このため、全国の空き家・空き地等の検索が可能な全国版空き家・空き

地バンクを構築するとともに、関係者が連携して空き家・空き地等の流通

促進のために先進的な取組を行う不動産業団体等への支援を行う。  
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・インスペクションや適正な建物評価の普及促進による既存住宅市場 

の活性化の支援         １４百万円（前年度２１百万円） 

  
国民資産である不動産ストックの流動化、不動産取引の円滑化等を推進

するため、インスペクションの実施の促進や、適正な建物評価の実務にお

ける定着等を図るための事業を実施する。  
 

 

 
 
  

・標準契約書の見直し等による賃貸住宅等の適正な管理の推進 

１４百万円（前年度１１百万円） 

  
賃貸住宅の管理の適正化を図る観点から、管理会社による現在の管理実

態等について調査を行い、平成６年に策定した「住宅の賃貸借媒介等及び

管理委託に関する標準契約書」の見直しを実施するとともに、賃貸住宅を

借り上げて転貸するサブリースに対応した標準契約書を新たに整備する。 
また、分譲マンションの管理水準の向上を図る観点から、居住者の多様

なニーズ等について調査を行い、「マンション標準管理委託契約書」の見

直しを実施する。  
 
 
 

・ 既存住宅市場の活性化を実現するためには、インスペクションの普及による買主・売主が安心
して取引ができる環境の整備や、適正な建物評価手法の普及・定着による円滑な住替えの促進
等が有効。

・ 一方、取引時のインスペクションの実施や適正な建物評価手法の活用は、実務において十分に
定着しているとは言い難い状況にあり、不動産取引の円滑化を図るための環境整備が不可欠。

施策の背景

◎インスペクションの実施の促進

・ 改正宅地建物取引業法の円滑な施行に向けて、消費者・宅建業者に対する広報や説明会の
実施 等

◎適正な建物評価手法の実務における定着の促進

・ 既存住宅価格査定マニュアル等を用いた査定結果と実際の成約価格の相互分析、金融機関
による担保評価の実態把握を実施。また、既存住宅価格査定マニュアル等を用いた適正な評
価のために必要となる宅建業者や金融機関が習得すべきノウハウの整理・周知 等

施策内容
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（２）不動産投資市場の更なる拡大  
・クラウドファンディング等を活用した遊休不動産ストックの再生の 

推進                                ２３百万円【皆増】 

  
 クラウドファンディング等の小口の投資資金を活用した空き家・空き店

舗等の再生・活用に向け、小規模不動産特定共同事業（検討中）の円滑な

事業推進と投資家保護を図るための実効性のあるガイドライン策定を行

う。 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 制度改正の概要（検討中） 

 

 

【許可要件】 

・ 資 本金 要 件を 1,000 万 円程 度 に

引き下 げ 

 （※通 常は１億円） 
【事業規模】 

・ 出 資総 額 １億 円 未満  

・ 投 資家 １人当たりの出 資額 100
万円 以 下  

（※通 常は事 業規 模 の制限 なし） 

 

クラウドファンデ

ィング等による

小口 投 資  

取得・再生  
の上、賃貸  

賃料収入  

出資  

配当  

＜イメージ＞ 

 
空き家等の  
小規模不動産  

小規模不動産特定共同事業者

（地域の不動産業者等）  投資家  

 施策内容  

 ＜調査事項＞  
• 事業に伴うリスク（需要変動、追加設備投資、金利変動等）の特定・評価の考え方、投資家への開示方法  
• オンラインでの契約内容の説明方法  
• 契約情報の管理等内部体制のあり方    等  

○ 金融や法律等の専門家を活用して、小規模不動産特定共同事業への参入を円滑にするためのガイド

ライン策定を行う。 

○ 参入が見込まれる事業者や既存の不動産特定共同事業者、クラウドファンディング事業者等からの情

報収集・分析、アドバイス等を実施し、ガイドラインに記載すべき事項を整理する。 

１．小規模不動産特定共同事業に係る特例の創設  

○ 幅広い事業者が空き家・空き店舗等の再生・活用事業に参入できるよう、出資総額や投資家一人あたりの

出資額の上限を設定した「小規模不動産特定共同事業」を創設 

○ 小規模不動産特定共同事業について、資本金要件の引下げ等、参入要件を緩和 

２．クラウドファンディングに対応した環境整備  

○ 不動産特定共同事業について、投資型クラウドファンディングに対応できるよう、インターネットを通じて事業

を行うための業務体制に関する規定を整備 

○ 投資家に対するオンラインでの適切な情報の提供等、一定の行為規制を規定 等                             

実効性のあるガイドラインの策定により、円滑な事業推進と投資家保護
の両立を図る 
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・不動産証券化手法による公的不動産（ＰＲＥ）活用の推進 

                             ２４百万円（前年度３２百万円） 

  
 財政健全化や地域の活性化に貢献するＰＲＥの民間活用を促進する為、

自治体の不動産証券化への知識や証券化によるメリットについての理解

の不足を解消し、リート、不動産特定共同事業等の証券化によるＰＲＥ活

用を推進する。 
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４．建設産業・不動産業の国際化の推進  
（１）建設・不動産企業のための海外ビジネス環境の整備  

２５百万円（前年度２９百万円） 

 

 『日本再興戦略 2016』や『インフラシステム輸出戦略』に基づき、「質

の高いインフラ投資」を進め、「2020 年に 30 兆円のインフラシステム受

注を達成」という政府の目標を実現するためには、相手国政府との関係構

築や相手国の制度構築支援等の取組みにより、建設産業・不動産業の海外

展開のための基盤強化を図ることが必要である。 

 このため、二国間建設会議等による二国間の枠組みの構築・関係強化や

新興国でのビジネス環境改善につながる関連制度の整備・普及支援の拡充、

海外進出する企業に対する情報提供により、政府間でしかなし得ないビジ

ネス環境の整備を推進する。 
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（２）建設・不動産企業のための海外ビジネス機会の創出  
７０百万円（前年度７２百万円） 

 
 建設産業・不動産業の更なる海外展開を推進していくためには、ビジネ

ス環境の整備とあわせて、官民が連携した上流段階からの事業参画等、政

府間の連携や政府の持つリソースを最大限活用した取組みを進めていく

ことが必要である。 

 このため、プロジェクトの構想段階から相手国政府と連携した事業スキ

ームの構築や独自の技術・ノウハウを有する我が国中堅・中小建設企業の

海外進出支援の拡充、地政学的に重要な拠点国と連携した第三国への展開

支援により、民間企業のみでは難しい新たなビジネス機会創出を支援する。 
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（参考）国土審議会土地政策分科会企画部会とりまとめの概要  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（この冊子は、再生紙を使用しています。）  


